
河　川　一　時　使　用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日
　国土交通省木曽川上流河川事務所
　　　　　　　　　　揖斐川第二出張所長　　　　殿
代表者　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緊急時の連絡先
１　河川の名称　　　　　一級河川　木曽川水系　　　　　　　　　　川
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左　・　右岸　　　　　　　　　　　km　　　　　　　　附近
２　使用の場所　　　　　　　　　　　　市　・　町　　　　　　　　　　町
３　使用目的及び内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　使用期間　　　　自　　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　時
至　　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　時
５　使用人員及び面積　　　　人員　　約　　　　　　　名
面積　　約　　　　　　　平方メートル
６　仮設物の設置の有無　　設置　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　撤去　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　河川管理者の確認　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日　確認者
７　添付資料　　位置図　・　平面図　・　横断図　・　構造図　・　その他参考図面　・　写真
※必要に応じ添付すること。
　　　　　以上について、裏面の河川一時使用注意事項を承諾の上、提出します。
河川一時使用注意事項
1． 土地の掘削や盛土など、土地の形状の変更を伴う行為は行わないこと。
2． 竹木の伐採、土石の採取行為については、原則として行わないこと。
3． 工作物は原則として設置しないこと。
4． 河川使用後には、使用場所周辺の清掃を行うなどして、河川の清潔の保持に努めること。
5． 火気を使用する場合は、直火を避けること。類焼を防止する措置を行うほか、火の始末に十分注意すること。また、使用後の焼却灰などは全て持ち帰ること。
6． 河川管理用通路を利用するためにキングポストの鍵を貸与された場合は、必ず、出入りの都度開閉すること。使用後ただちに出張所に返却すること。
7． この届出は、河川法の許可を与えたものではなく排他独占的な使用を認めたものではないため、他の河川利用者や沿川地域住民に対し迷惑となったり、危険を及ぼす行為は絶対に行わないこと。万が一、第三者に被害を与えた場合は、全て使用者の責任において解決すること。
8． 護岸等、河川管理施設を損傷した場合、速やかに出張所に届出てその指示に従うこと。この場合において原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。
9． 気象情報を十分把握し、河川の増水の恐れのある場合は使用しないこと。また、使用中に少しでも危険な状況が発生した場合には速やかに河川外に避難すること。その為に、予め避難経路等を確認しておくこと。
なお、｢雨量｣、｢水位｣の情報はｲﾝﾀｰﾈｯﾄ(http://www.river.go.jp/)で見ることが出来ます。

